


日本政府は、2015年のCOP21で採択された「パリ協定」を受けて、2030年度に温室効果ガス排出量を
26％削減（2013年度比）することを掲げ、低炭素型の「製品」、「サービス」、「ライフスタイル」
等、地球温暖対策に資するあらゆる「賢い選択」を促す国民運動「COOL CHOICE」を推進しています。

そして、この目標を達成するために、59か所の全地域地球温暖化防止活動推進員センター（以下
「地域センター」という。）、及び全国の約6,600人（平成29年7月現在）の地球温暖化防止活動推進
員（以下「推進員）という。）が、地域に根差したより一層の連携・協力による活動を期待されてい
ます。

そこで、全国地球温暖化防止活動推進センターでは、地域センターから情報提供等のご協力をいた
だき、本マニュアルを作成いたしました。

本マニュアルは、地域センターが推進員を対象にガイドラインを作成する際の参考としてもらうた
めに典型的な構成を提案するものです。地域センター、推進員、行政（自治体）や関係団体が、お互
い連携しながら、地域の特性を活かし、地球温暖化防止に向けた活動を円滑に行うための手段の一つ
としてご活用いただけましたら幸いです。
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１．推進員活動ガイドラインの構成

本マニュアルでは、福岡県地球温暖化防止活動推進センター（以下、福岡県センター）が推進員向けに作成し
た活動手引書（P.５-P.17）の構成をもとに、ガイドラインの作り方を紹介します。それぞれの項目にどのような情
報を掲載したらよいのか、また、どのようにしたらわかりやすいのか等のポイントを説明していきます。

①「はじめに」

本項目は、ガイドラインの冒頭となる非常に大切な導入部分となります。読み手となる推進員が、ガイドライ
ンを読むにあたり、何を知ることができるのかを明らかにする必要があります。「はじめに」の部分はガイドライ
ンの中身が出来上がってから最後に書く人もいますが、ガイドラインの本来の目的から外れないように、あら
かじめメモ程度にまとめておくのもおすすめです。

この項目では、ガイドライン作成の目的、構成、そして推進員にこのガイドラインをどのように活用してもらい
たいか、また推進員へ期待すること等を書くとよいでしょう。

ガイドラインの内容がどのように進んでいくのかわかるように、この項目の後に目次を作成すると、読み手に
とってガイドラインがどのように組み立てられているのかが明確になります。

本マニュアルの構成

ガイドラインを作成するときは、骨組みとなる構成から考えます。読み手となる推進員が理
解しやすい流れになっているか注意しながら、組み立てることが大切です。

ガイドライン作成中に本来の目的から外れないように、「はじめに」はポイントだけでもまと
めておくことをおすすめします。

本マニュアルでは、以下の６つの項目でガイドラインを構成しています。

1

ポイント

ポイント

【ガイドラインの構成】
①「はじめに」
②「推進員の基本情報（役割、期待される活動、支援体制）」
③「推進員が活動する際の手順（自治体との連携、講座・イベント開催）」
④「地域センターの推進員活動支援（活動内容、体制図）」
⑤「地域センターが保有する活動支援ツール」
⑥「その他」

また、この他にも推進員と連携した活動事例、福岡県センター以外の地域センターによって作成されている
手引きやガイドライン、各ブロックの地域センターが主体となって企画・運営している合同推進員研修といった
推進員に役立つ情報等も紹介しています。

ここからは、ガイドラインを構成する６つの項目を順番に説明していきます。



②「推進員の基本情報（役割・期待される活動・支援体制）」

推進員が活動を始める際に、まずは推進員の法的位置づけや役割を理解してもらうことが大切です。推進
員に関する基本情報として、主に以下の５つの項目について説明すると推進員として目指すべき姿や活動の
方向性が明確になります。

１．推進員活動ガイドラインの構成

項 目 内 容

１．推進員の法的位置づけ

・推進員は「地球温暖化対策の推進に関する法律」（以下、温対
法）の第37条第１項に基づき、都道府県の知事または市町村の
長により委嘱されていることを説明

・都道府県または市町村で活動している推進員の委嘱人数の紹介

２．推進員の委嘱要件
・都道府県または市町村による地球温暖化防止活動設置要綱（以下、
県/市要綱）に基づき、推進員の該当要件を説明

３．推進員に期待される活動

・温対法、および県/市要綱において期待される活動の説明
・温対法第37条と県/市要綱を掲載
・推進員に関する問い合わせ窓口となる行政（自治体）や地域センター
連絡先も可能であれば明記

４．推進員の待遇と任期 ・待遇と任期を明記

５．推進員活動の報告義務
・どこに、いつまでに、どのように報告するのかを説明
・報告書の所定様式がある場合は、様式を添付

上記１～５．を説明した後に 「３．推進員に期待される活動」について具体的に説明すると、
読み手は、推進員の活動をさらにイメージしやすくなります。

説明する際の内容については、次ページ「③推進員が活動する際の手順（自治体との連携、
講座・イベント開催）」で紹介します。

（参考 P.５ – ７）

ポイント

2



地域センターによる推進員への支援について説明します。まず、地域センターと推進員の関係性がわかるよう
に、地域センターの法的位置づけや役割、推進員と様々な主体との体制を示します。推進員の活動に対して支
援制度がある場合は、対象となる活動や経費、限度額等を提示するとよいでしょう。また、推進員を対象とした
研修等を実施している場合は、支援の一つとして記載するとよいでしょう。

１．推進員活動ガイドラインの構成

前述の「３．推進員に期待される活動」は、都道府県や市町村により内容が異なります。それぞれの地域にお
いて推進員が期待される活動を行うためには、地域の温暖化対策の現状や情報が必要となります。情報収集
の手法やその手順を推進員に具体的に示すことで、より積極的に活動に取り組んでもらうことが可能となります。

ここでは参考として、推進員が行政（自治体）担当者との連携や講座・イベント開催する際の手順や方法を紹
介します。

④「地域センターの推進員活動支援（活動内容、体制図）」

項 目 内 容

１．地域地球温暖化防止活動
センターの法的位置づけ

・温対法38条に基づき、地域センターが設置されていることを説明
・地域センターの組織母体および地域センターの主な活動内容を説明

２．推進員の活動支援体制図
・推進員、県、市町村、地域協議会、地域センター等の関係性
がわかる体制図

３．支援制度 ・推進員活動で支援対象となる活動、支援の金額、対象経費等

４．推進員向け研修
・地域の推進向けの研修、各ブロックの地域センターが主体となって
企画・運営する合同推進員研修等の説明

推進員活動には様々な主体が関わっているので、それぞれの関係性をわかりやすく図に
示すことで、活動が展開しやすくなります。

項 目 内 容

１．行政（自治体）の担当者
との連携ための手順

手順を以下のステップで説明します。
①行政（自治体）担当者との信頼関係の構築
②地域の温暖化情報の現状や活動に必要な情報収集
③行政（自治体）担当者と一緒に行動するための活動プラン
④推進員間での参考事例の共有

２．講座・イベント開催の方法

推進員が企画・運営するための必須事項を説明します。
①企画書の作り方－企画に必要な項目と考え方の流れ
②準備の進め方－準備・当日・ふりかえりまでの流れとそのポイント
③報告書の作り方－作成の流れとそのポイント
④注意すべきポイント－上記以外に伝えるべき内容を記載

手順や手法を説明する際には、ポイントや注意すべき点を加えることで、理解しやすく
なり、効率的に活動を実践することができます。

（参考 P.8 – 13）

（参考 P.14  – 15）

③「推進員が活動する際の手順（自治体との連携、講座・イベント開催）」

ポイント

ポイント
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１．推進員活動ガイドラインの構成

⑤「地域センターが保有する活動支援ツール」

地域センターが推進員活動のために貸し出しを行っているツールを紹介します。ツールの一覧リストを提示
するだけではなく、ツールの画像を貼り付けたり、それぞれの概要（対象者、時間、貸出数、使用方法等）も
紹介すると、推進員が活動場面に応じたツールを選びやすくなります。また、貸出規程や利用方法も一緒に
提示しておくと、推進員が使用する際の手続きがスムーズになります。

⑥「その他」

上記①～⑤で説明した項目のほかに、それぞれの地域において推進員へ説明した方がよいもの、または情報
の補足等があれば、掲載して下さい。参考として、想定される補足内容の項目を以下に示します。

推進員が活動内容、対象者、場面等に応じて、ツールを選びやすくすることが大切です。

【補足内容の一例】
・地球温暖化に関する基本知識
・推進員に関するQ＆A
・活動計画書や報告書提出の流れ
・都道府県または市町村の温暖化対策実行計画
・都道府県または市町村の推進員設置要綱
・地域の温暖化対策担当行政機関
・当該年度の普及啓発関連のイベントや行事 等

（参考 P.16 – 17）

ポイント

4

例えば、
・パネル
・DVD
・イベント備品・資材
・実験機器・装置
・着ぐるみ
・啓発用パンフレット
・啓発等PPT 等

これまで推進員から寄せられた意見や要望、質問等が、ガイドラインを作成する際の参
考となることがあります。日頃から、推進員とのコミュニケーションの中で気づいたことを
メモにしておくとよいでしょう。

ポイント
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３．推進員と連携した活動事例

地域センターは、各チームごとに担当スタッフを1名配置し、推進員による企画・
実践のサポートを行ったり、啓発の場の設定や活動発表の機会を設けています。
チームを構築することで、自主的に地域のイベント等に参加したり、メンバー間で
の協力関係が生まれています。
推進員活動をPRするために当センターHPに推進向け情報を掲載したり、推進

員の役割を紹介するパネルをイベント等で掲示しています。また、推進員のスキ
ル向上のため推進員連携事業にて他の地域センターと協働しています。

チームの構築で推進員の活動が活性化
栃木県センター： 推進員協働チーム

昨年度まではテーマごとに、今年度からは地域ごとに推進員の協働チームを構築し、企画から
啓発運営までを実践しています。

分野 センター名 事業名

チーム
栃木県センター 推進員協働チーム

長崎県センター 長崎県学習会支援事業

連携

八王子市センター 環境教育支援事業

三重県センター 小学校の中高学年への出前授業

山形県センター 環境マイスター等と連携した啓発活動

人材
育成

岐阜県センター 地球を守ろう！温暖化防止教室

滋賀県センター 低炭素社会づくり学習支援事業

徳島県センター 【番外編】 学生地球温暖化防止活動推進員 四国エコサミット

大阪府センター 【番外編】 幼児向けの環境教室

交流
視察
体験

神奈川県センター 県地球温暖化防止活動推進員大会

広島県センター
地球温暖化対策地域協議会および推進員活動の活性化支援
「TEAM活動視察交流事業」

企画
運営

宮城県センター 講演会の開催

宮崎県センター 100万人のキャンドルナイト「ひゅうがの灯り」2017

チーム

地域センターが昨年度から今年度にかけて推進員と連携した活動事例を紹介します。活動事例は、５つの分野
「チーム」、「連携」、「人材育成」、「交流・視察・体験」、「企画・運営」に分けています。
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栃木県推進員 勝俣正義さんより
県南チームでは、地域の誇りである渡良瀬遊水地が「地球温暖化防止に

如何に貢献しているか」をテーマに、１年間議論と現地調査を重ね、成果を
イベント等で発表しました。イベント等では、展示やヨシを使った体験学習が、
多くの来場者から好評で、チームとして活動することにより、知識、発想、工
夫の幅が広がりました。今後は、多くのメンバーを集める仕組作りと地域関
係機関との連携を図り活動を継続していきたいと思います。



推進員が地区内で一緒に活動する場がなく、当センターが活動
拠点を探していたところ、長崎歴史博物館のロビーのスペースを
年に数回、無償提供していただくことになりました。これを機に推
進員同士で寸劇を行うことを決め、温暖化の情報をわかりやすく
伝えるための表現を自ら学び、練習し、内容をしっかりと覚えまし
た。また、推進員同士が頻繁に会い、楽しみながら活動すること
でお互いに親しくなりました。この寸劇によって新たに推進員に
なった人がいたり、他のイベント等でも呼ばれるようになったりと
様々な効果があります。

寸劇の活動が推進員同士の連携を深める

長崎県センター： 長崎県学習会支援事業

長崎県推進員 中本 宏さんより
子ども達に向け、環境問題を判りやすく伝えることは大変難しいことです。そこで判り易く伝えるために、地

区の推進員の皆さんと一緒にシナリオを考え、吉本新喜劇風に構成して出前講座に出かけています。子ども
達は身近なゴミ問題などには関心が高く、寸劇上演中に演者がゴミをポイ捨てすると「捨てちゃダメェ～～」と、
声援してくれます。子ども達が、家に帰り、また家族で環境問題について話してくれるといいなと頑張っていま
す。

八王子市推進員 大竹 邦江さんより
環境教育支援は、安全性等を考慮し学校内での活動を前提としました。実施にあたり、前もって担任の先生と

数回打ち合わせを行い、教室の見学も行いました。３クラスを周っての授業を、１時限を３人で分担して行い、説
明にイラストを加え、質問・クイズを行い、飽きさせない工夫をしました。
担任の先生から、回答までの時間、隣の人と相談する時間も必要とアドバイスを頂きましたので、今後の活動

に生かし広めていきたいです。

長崎地区の推進員が中心となって、地球温暖化防止をテーマとした寸劇を自発的に実施し、
一般や子供を対象に普及啓発活動を行っています。

自治体（行政）・地域センター・教育委員会・推進員との連携

八王子市センター： 環境教育支援事業

市立小学校4年生以上の児童を対象の総合学習の時間に地球温暖化に関する普及啓発等を
行っています。

次世代を担う子供たちを対象に正しい知識を習得してもらうこと
を目的に推進員が環境教育プロジェクトを立ち上げたのがきっか
けです。環境政策課に推進員の想いを聞いてもらい、教育員会、
各部署を通じて、小学校の校長会にて説明の機会を与えてもらう
ことで、この事業へ結びつきました。今年から小学校の総合学習
の時間にて普及啓発を始めたばかりなので、まだ実施回数は少
ないですが、参加した生徒からの質疑応答も活発で、夏季に実施
している「省エネチャレンジ」への参加者も参加者も増えたりと、他
の学校へも波及しています。

チーム

連携

３．推進員と連携した活動事例
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に数回、無償提供していただくことになり、これを機に推進員活動
が活発になりました。その後推進員同士で寸劇を行うことを決め、
温暖化の情報をわかりやすく伝えるための表現を自ら学び、練習
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寸劇の活動が推進員同士の連携を深める
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長崎県推進員 中本 宏さんより
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達は身近なゴミ問題などには関心が高く、寸劇上演中に演者がゴミをポイ捨てすると「捨てちゃダメェ～～」と、
声援してくれます。子ども達が、家に帰り、また家族で環境問題について話してくれるといいなと頑張っていま
す。

八王子市推進員 大竹 邦江さんより
環境教育支援は、安全性等を考慮し学校内での活動を前提としました。実施にあたり、前もって担任の先生と

数回打ち合わせを行い、教室の見学も行いました。３クラスを周っての授業を、１時限を３人で分担して行い、説
明にイラストを加え、質問・クイズを行い、飽きさせない工夫をしました。
担任の先生から、回答までの時間、隣の人と相談する時間も必要とアドバイスを頂きましたので、今後の活動

に生かし広めていきたいです。

長崎地区の推進員が中心となって、地球温暖化防止をテーマとした寸劇を自発的に実施し、
一般や子供を対象に普及啓発活動を行っています。

自治体（行政）・地域センター・教育委員会・推進員との連携
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市立小学校4年生以上の児童を対象の総合学習の時間に地球温暖化に関する普及啓発等を
行っています。

次世代を担う子供たちを対象に正しい知識を習得してもらうこと
を目的に推進員が環境教育プロジェクトを立ち上げたのがきっか
けです。環境政策課に推進員の想いを聞いてもらい、教育員会、
各部署を通じて、小学校の校長会にて説明の機会を与えてもらう
ことで、この事業へ結びつきました。今年から小学校の総合学習
の時間にて普及啓発を始めたばかりなので、まだ実施回数は少
ないですが、参加した生徒からの質疑応答も活発で、夏季に実施
している「省エネチャレンジ」への参加者も参加者も増えたりと、他
の学校へも波及しています。
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地元紙に掲載されました



三重県推進員 菅瀬 勝さんより
講座依頼を獲得する活動（営業）が最も大切・・・待っていても授業依頼は来ない
校長会や学校訪問などで売り込み→自製のプログラム冊子（授業事例紹介）を用いて
授業は楽しく→実験・体験・工作・ＷＳ等生徒が動く授業（座学オンリーは不可）
アンケートでＰＤＣＡを回す→リピートを得るために絶えずふり返りと改善
チームで活動、県センター・市環境政策課との協働が必須・・・活動の持続と活性化

PTA以外の小学校との連携活動（地域の歴史を知る、通学の見
守り等）を通じて、推進員が小学校や自治体の人と頻繁に顔を合
わせる機会が増え、信頼を得たことが総合授業実施のきっかけで
す。授業の内容は、学校側として裁量の余地があったため、地球
温暖化防止をテーマとして提案し、実施させてもらうことになりまし
た。昨年度の小学校での出前授業の回数は40回です。小学校が
初めて推進員に出前授業を依頼する場合、不安を感じることもあ
るので、事授業内容をプログラミングし、事前に小学校へ提供する
ようにしています。

地域活動を通じて小学校や自治体の信頼を得て出前授業を実施

三重県センター： 小学校の中高学年への出前授業

山形県センター： 環境マイスター等と連携した啓発活動

地域の業界団体と連携しながら進める温暖化防止活動

「環境マイスター」は、業界団体の声掛けにより、養成研修を
実施することがきっかけで当センターと連携することになりまし
た。県では、推進員は一般公募と環境マイスター（自動車・家
電、サッシ・ガラス部門）で委嘱された方がいます。環境マイス
ターは日頃の店頭でお客様への説明等が主な活動となります
が、「やまがた環境展」への出展や「子どもエコドライブ教室」
の実施など、県民への周知活動も行っています。

小学校の総合授業（２限）を活用し、地球温暖化に関する知識を伝えるとともに実験などを通じて、具体的に
温暖化対策の重要性に関した授業を推進員が行っています。

平成17年より業界団体と連携して、「環境マイスター」を養成し、また推進員としても委嘱されるため、連携
しながら啓発活動を行っています。

連携

連携

３．推進員と連携した活動事例

20

山形県推進員 エコトモさんより
次世代自動車（ＨＶ、電気自動車等）普及に基づき、各人のライフサイクルに合わせ適切な購入アドバイ

スを始め、エコドライブや正しい操作方法等、機能を活かすべく正確な情報伝達に努めています。また、平
成２８年からは気象予報士とともに小学校において「子どもエコドライブ教室」をスタート。「環境」に対する
意識を早期に感じてもらい、子ども目線から生活を見直すきっかけ、また親子・地域での話題作りにも繋
がる事を期待し、日々活動しています。

「子どもエコドライブ教室」で、みんなで
「ダメドライバー」と「エコドライバー」のお勉強！！



昨年までは、県及び企業との協働プログラムでしたが、今年度より、環境学習プログラムの計画から実施まで、
活動促進事業として岐阜県センターが全面的に担い、プログラムの開発や全体コーディネートを行っています。
現場で活動する推進員には、事前教育（研修）の開催、動画学習ツールの作成により、自習できる体制の構築、
また、現場の見学や補助として参加できる機会の提供等を行うことで、推進員のレベルアップに努めています。

県の施策（地球温暖化防止教育）への協力

岐阜県センター： 地球を守ろう！温暖化防止教室

岐阜県推進員 山本 学さんより
日頃は、小学校等に出向き、子供と環境学習に取り組ん

でおります。私が授業で大切にしていることは、子供と一緒
に楽しむこと、仲間を大切にする授業とすること、詰め込む
のではなく「感じてもらう」授業とすることです。一つの環境
キーワードが小さな種(たね)として、子供達の頭に残れば
良いと思っております。環境学習を通して、子供の無限の
可能性を感じます。この種(たね)がいつか実を結び、未来
を創る人が出てきそうで楽しみです。

滋賀県センター： 低炭素社会づくり学習支援事業

魅力ある出前講座を実施するための学習支援システムの構築

出前講座事業にあたっては、継続的な改善を図るために滋賀県
低炭素社会づくり学習支援システムを構築し、評価改善のシステム
を導入しています。また、出前講座の中核を担う推進員の育成を図
るため、講座に実施を支援する動画やマニュアルを整備するととも
に、講座の補助から始めてスキルを高めるなどの仕組みづくりを取
り入れています。その結果、昨年度の講座主催者へのアンケートで
は70％が大満足、30％が満足という評価をいただけました。
今後さらに、出前講座の拡大を図り、推進員の活動の場を広げる

ため、県や市町との連携の強化やＦＭ放送などによる周知や教材
集の作成などを継続していきます。

小中学生を対象にゲームや実験を交えて、地球温暖化の現状を知り、問題に気づき、身近な対策の実践に
つなげる３～４単位のプログラムを実施しています。

わかりやすく地球温暖化への具体的行動に結びつけるため、学校や地域を対象に年間120回を超える
出前講座を実施しており、より魅力あるものにするため、教材やマニュアルを作成・整備するとともに、
それを活用できる人材を育成しています。

連携

人材育成

３．推進員と連携した活動事例
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滋賀県推進員 教材開発チームより
地球温暖化防止へ具体的実践行動に結びつける出前講座を実施するため、県民の希望や要望をより明確

にできるように「環境学習教材集」づくりをしています。28年度は、より多くの推進員が実施できるよう、動画マ
ニュアルを制作しました。また、中学校とも連携して教育効果を測りながら、新プログラムの開発、改良を続け
ています。「チームメンバーの意向を取入れ、具体化する活動が長く続く基本！」―メンバー全員で心がけてい
ます。



徳島県センターより
参加者は、環境活動に何年も取り組んでいる方から、関心があるが

全くやったことがない方まで、経験の度合いや参加の想いも違ってい
ます。これらを考慮し、事前に、研修会の目的をはっきりと定め、具体
的な内容を決めました。また、講義だけでなく、食事など学生間の楽し
い交流も大切です。さらに、次回の研修をより良いものとするため、振
り返り会を開きました。他県の学生との交流は、より一層、学生の環境
意識向上に繋がったと感じました。

本県学生推進員の取組が契機となり四国エコサミットを開催しました。
実践的なＣＯＯＬＣＨＯＩＣＥ賛同募集活動や徳島県知事との意見交
換等を行ったところ、温暖化問題を自分ごととして積極的に取り組も
うという学生が増えました。学生推進員は、卒業後、知事が委嘱する
推進員になる方もおり、環境活動の中心的役割を担うことが期待さ
れます。今後とも、四県の連携を密に実施するとともに、学生推進員
による取組が全国に拡がればと考えています。

四国各県と連携した若い世代の人材育成

徳島県センター： 学生地球温暖化防止活動推進員（学生推進員）四国エコサミット

大阪府センター：幼児向けの環境教室

学生が技能を習得するための場づくりの体験

過去に大阪府の事業と協力関係にあった専門学校へ、センター事業
への協力の申し出をしたことがきっかけです。学生には事業の企画か
ら参画することで技能習得にもつながるとの考え、センター主催のイベ
ントやワークショップ等を開催する際、企画案を考えもらいました。これ
らの実績により、お互いの関係がより構築され、学生が技能を習得す
る上での実践・人材育成の場として、幼児環境教育の現場の提供に繋
がりました。また学生が幼児向けのプログラムを作成する際には、学
生自らが気づき、主体的に教材を作成できるように心がけました。参
加した幼児や園長先生からの評価も上々です。

四国各県の環境活動に取り組む大学生が、四国エコサミットでの情報交換や研修を通じ、学生推進員
の資質向上を図り、COOL CHOICE賛同について四国内での広がりを目指します。

大阪ECO動物海洋専門学校学生と連携し、保育所、幼稚園、こども園に通う５～６歳児を対象に夏季・
冬季をテーマとした環境教室を実施しました。

人材育成

人材育成

番外編

番外編

３．推進員と連携した活動事例
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こちらの２つの事例は、推進員と連携した活動ではありませんが、若い世代の育成として地域センターが取り組
んでいる活動を紹介します。

大阪府センターより
学生に先入観を持たせないよう、過去の授業概要については授業風景の写

真を見せるのみとし、プログラムには極力触れないようにしました。全体ワーク
ショップとして、自分たちが受けたくない授業とはどのようなものかを整理し、そ
うならないために必要なことがらを全体で共有しました。活動の目的を理解さ
せ（環境配慮の行動につながること）、行動規範＜楽しさはなにものにも勝る＞
を明確にし、各自が判断し行動できるようにしました。

徳島県知事と学生の意見交換

徳島県センターより
参加者は、環境活動に何年も取り組んでいる方から、関心があるが

全くやったことがない方まで、経験の度合いや参加の想いも違ってい
ます。これらを考慮し、事前に、研修会の目的をはっきりと定め、具体
的な内容を決めました。また、講義だけでなく、食事など学生間の楽し
い交流も大切です。さらに、次回の研修をより良いものとするため、振
り返り会を開きました。他県の学生との交流は、より一層、学生の環境
意識向上に繋がったと感じました。

本県学生推進員の取組が契機となり四国エコサミットを開催しました。
実践的なＣＯＯＬＣＨＯＩＣＥ賛同募集活動や徳島県知事との意見交
換等を行ったところ、温暖化問題を自分ごととして積極的に取り組も
うという学生が増えました。学生推進員は、卒業後、知事が委嘱する
推進員になる方もおり、環境活動の中心的役割を担うことが期待さ
れます。今後とも、四県の連携を密に実施するとともに、学生推進員
による取組が全国に拡がればと考えています。

四国各県と連携した若い世代の人材育成

徳島県センター： 学生地球温暖化防止活動推進員（学生推進員）四国エコサミット

大阪府センター：幼児向けの環境教室

学生が技能を習得するための場づくりの体験

過去に大阪府の事業と協力関係にあった専門学校へ、センター事業
への協力の申し出をしたことがきっかけです。学生には事業の企画か
ら参画することで技能習得にもつながるとの考え、センター主催のイベ
ントやワークショップ等を開催する際、企画案を考えもらいました。これ
らの実績により、お互いの関係がより構築され、学生が技能を習得す
る上での実践・人材育成の場として、幼児環境教育の現場の提供に繋
がりました。また学生が幼児向けのプログラムを作成する際には、学
生自らが気づき、主体的に教材を作成できるように心がけました。参
加した幼児や園長先生からの評価も上々です。

四国各県の環境活動に取り組む大学生が、四国エコサミットでの情報交換や研修を通じ、学生推進員
の資質向上を図り、COOL CHOICE賛同について四国内での広がりを目指します。

大阪ECO動物海洋専門学校学生と連携し、保育所、幼稚園、こども園に通う５～６歳児を対象に夏季・
冬季をテーマとした環境教室を実施しました。

人材育成

⼈材育成

番外編

番外編

３．推進員と連携した活動事例

こちらの２つの事例は、推進員と連携した活動ではありませんが、若い世代の育成として地域センターが取り組
んでいる活動を紹介します。

大阪府センターより
学生に先入観を持たせないよう、過去の授業概要については授業風景の写

真を見せるのみとし、プログラムには極力触れないようにしました。全体ワーク
ショップとして、自分たちが受けたくない授業とはどのようなものかを整理し、そ
うならないために必要なことがらを全体で共有しました。活動の目的を理解さ
せ（環境配慮の行動につながること）、行動規範＜楽しさはなにものにも勝る＞
を明確にし、各自が判断し行動できるようにしました。

徳島県知事と学生の意見交換

クールチョイス賛同募集活動



広島県センター： 地球温暖化対策地域協議会および推進員活動の活性化支援
「TEAM活動視察交流事業」

視察・体験を通してノウハウや課題の共有し、地域を活性化

推進員だけではなく、市町の行政職員や環境団体にも参加の呼びかけ
をしており、地域連携の契機になっています。この大会の運営は、推進員
を構成員とした「大会企画運営会議」を設置し、推進員の手作りで実施し
ています。開催時には県政記者クラブへ資料提供を行い、神奈川新聞や
毎日新聞等で取り上げられ、掲載されています。また、推進員の活動活
性化と認知度アップを図るため、各種、推進員活動支援事業の充実に加
えて、推進員の愛称の募集を行ったり、環境団体や自治体に向けてもPR
しています。

県内の各地域協議会が主催する13事業を視察、体験、互いのノウハウや課題等を共有し、
事業運営力の向上と今後の地域協議会および推進員活動の活性化を図りました。

神奈川県センター： 県地球温暖化防止活動推進員大会

県内推進員が一堂に会し、情報交換・交流・認知度アップ
年に一度、推進員が情報交換や広域な交流の機会を持ち、活動の活性化・認知度向上のために
「大会宣言」を決議し、広く県民にアピールする大会として開催しています。

視察・交流を受け入れてくれる地域協議会と調整し、実施するこ
とができました。視察先は偏りがないようバランス良くすることで、
普段は参加が難しい推進員も参加しやすいよう配慮しました。また、
テーマも偏らないようにすることで、新しい事業のヒントになるよう
に工夫しました。後日、推進員独自で取材を行ったり、再度訪問す
るケースも報告され、交流促進に寄与できたようです。また、H29年
度は、複数の地域協議会にて自分たちでグループを作り、連携事
業を展開するなど、自発的な事業へとつながったように思います。

交流・視察・体験

交流・視察・体験

３．推進員と連携した活動事例
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神奈川県センターより
「推進員大会」に参加した推進員からの感想や意見です。（アンケート結果より抜粋）
・本大会が推進員の活動のレベルアップに貢献できるようにするため、推進員同士の意見交換や、他地区
における推進員の活動内容を知る機会や場の設定が必要。

・また、自治体との連携活動を充実していくには、推進員と市町村職員が交流し相互に理解することが重要。
・推進員の地域ぐるみの活動の展開には、地域内の環境団体との連携が必須。
・「寸劇」を活用したメニューは「自らの行動にスポットを当てた研修」として活動に活かせた。

広島県推進員 梅澤 惠子さんより
視察の受け入れと参加の両方を体験しました。受け入れる際は準備が大変ですが、参加者から「参考になっ

た！」「自分たちも頑張りたい！」といった声を聞くと、モチベーションが上がり、さらに頑張ろうという気持ちにな
りました。また、参加することで、話を聞くだけでは分からない情報やノウハウを得る事ができ、実際に自分達
の活動に取り入れたこともあります。
実際に行って・見て・体験して・話をすることで、活動の活性化につながるとともに、互いに高め合え、モチ

ベーション維持にもつながると思います。

“保温調理グッズ手作り講座”を体験



もともと長年地域で推進員が環境活動を継続し、市町村との連携もあったため、交付金を受託することができ
ました。当センターは、講師の紹介、広報、パンフレットの提供等のサポートを行いましたが、講演会の企画と運
営は推進員が行いました。講演会は大盛況のうちに終わり、参加者に喜んでいただきました。推進員にとって活
動時間の確保（日頃の仕事と推進員としての活動時間の両立）が課題となるため、センターと連携したり、協力
者（ボランティア）の活用しながら実施しました。

推進員自らが講演会を企画・運営
宮城県センター： 講演会の開催

宮崎県センター： 100万人のキャンドルナイト「ひゅうがの灯り」2017

推進員が取り組んでいた活動を地域センターがサポート

当初は日向市商工会議所女性会（推進員が所属）のみがこの
イベントに取り組んでいましたが、日向市内の高校生やボーイス
カウトがこの活動に共感し、一緒に取り組みたいと自発的に申し
出を受けたことがきっかけとなり、当センターも連携しています。
当センターでは、イベント運営のサポートや継続して開催出来る
よう助言や補助を行いました。このようなイベントはキャンドル制
作から世代間の交流ができるなど参加者からの声がありました。
推進員同士の連携がなかったので、今後、センターと通じて推進
員同士の連携を図りたいと思っています。

推進員グループが自治体の環境交付金（みやぎ環境交付金事業）を受託し、独自で温暖化に関する講演
会を企画し開催しました。

廃油を利用して製作したキャンドルに来場者と一緒に点灯したりする等の企画を通して、環境問題への
関心を高めてもらいCO2排出量の削減につなげています。

企画・運営

企画・運営

３．推進員と連携した活動事例
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宮城県推進員 菊地 ひろ子さんより
被災地の推進員として、東北大中田俊彦教授の「震災を経て、

これからのくらしの中のエネルギーを考えよう」講演会を企画しま
した。主催は推進員グループの青空エコカフェ、地球温暖化防止
普及啓発事業で運営しました。日頃、行政や生協・市民団体等と
問題意識を共有し、協力し合い活動してきた事が約６０名の参加
に繋がりました。「研究者や消費者目線でのエネルギー政策はと
ても勉強になった」など感想があり、うれしく思いました。

宮崎県推進員 鈴木 睦代さんより
幼稚園や学校、諸団体との連携をもっと図ることができれば、温暖化防止の情報発信や啓発が更に出来る

でしょう。また、行政の協力も歪めません。私が所属する日向商工会議所女性会では、日向市の助成金申請
のためにプレゼンテーションを行い活動資金を調達しています。
地域の子供たちとの交流も楽しい時間です。活動する仲間たちが共通認識のもとに楽しく協力し合うことが

継続して行く上でのポイントです。今年は１０年目になるのでこの取り組みをもっと発信していきたいです。各地
域の推進員との連携を図ることが出来れば活動の輪ももっと拡がるのではと考えます。



４．付録 ： 推進員に役立つ情報

①国民運動「COOL CHOICE」（賢い選択）

日本政府は、2015年のCOP21で採択された「パリ協定」を受けて、2030年度に温室効果ガス排出量を26％削減
（2013年度比）することを掲げ、その目標を達成するために国民運動「COOL CHOICE」（賢い選択）を展開していま
す。地球温暖化対策計画（2016.5.13閣議決定）*では、国民運動の取り組みとして、全国センター、地域センター、
推進員、その他、地球温暖化防止活動を促す各種団体等の連携の強化が挙げられています。
推進員が「COOL CHOICE」（賢い選択）を知るため、または普及のために活用できる様々なツールやウェブサイ

トのコンテンツがありますので、ぜひご利用ください。
＊「地球温暖化対策計画」（2016. 5. 13閣議決定）https://www.env.go.jp/press/files/jp/102816.pdf

ここからは、推進員が活動する上で役立つ情報をいくつかご紹介します。

「COOL CHOICE」（賢い選択）公式ウェブサイト
https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/

「COOL CHOICE」に関する最新情報等が掲載されています。
また、このウェブサイト内には、地球温暖化の現状、日本各地の影響や対策等の動画を配信する「COOL
CHOICE TV」、様々な情報をスマートフォンやタブレットで提供するためのアプリ等が掲載されています。

ウェブサイト内のコンテンツ一例

温暖化の影響や対策の情報を
提供するアプリ

温暖化による日本各地の影響や
その対策を動画で配信

■「COOL CHOICE」ウェブサイト

COOLCHOICE TV

COOL CHOICE アプリ

②地球温暖化に関する最新情報を収集する主なサイト
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情報サイト名 内 容

国立研究開発法人国立環境研究所地球環境研究センター
「ココが知りたい温暖化」
URL：http://www.cger.nies.go.jp/ja/library/qa/qa_index-j.html

地球温暖化にまつわるよくある質問、素朴な疑問に、国立環
境研究所の研究者が分かりやすく答えています。

国立研究開発法人国立環境研究所温室効果ガスインベントリ
オフィス
http://www-gio.nies.go.jp/index-j.html

JCCCAが毎年提供している家庭に関わるCO2排出量の内訳
のグラフのデータ提供元はココです！Excel形式でデータが入
手できるので、自分で加工できます。使用する際は、出典をき
ちんと記載してご利用ください。

一般財団法人省エネルギーセンター
https://www.eccj.or.jp/

家電機器の省エネ性能や、家庭での省エネ対策のデータはこ
こで得られることが多いです。

地球温暖化防止コミュニケーターの学習用教材
https://ondankataisaku.env.go.jp/communicator/download

IPCC報告書の内容を、分かりやすく解説した資料をダウン
ロードできます。

環境省地方公共団体実行計画（区域施策編）策定支援サイト
http://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/kuiki/

あなたの地域の温室効果ガス排出量がどのくらいなのか、市
町村単位の概要を知ることができます。

地球温暖化に関する最新情報が収集できるサイトを一部ご紹介します。



タイトル 概要

「クールチョイス！節エネガイド」
国民運動「COOL CHOICE」について詳しく書かれた冊子を作成し
ています。どうすればエネルギーを節約すること（節エネ）ができる
のか、ちょっと賢い、ちょっとお得な情報を交えて紹介しています。

「全国の地域地球温暖化防止活動
推進センター活動集」（平成28年度）

全国センター及び58か所の地域センターが一体となって、地球
温暖化防止活動の普及啓発や調査研究に取り組んでおります。
今般、地域センターの特徴的な活動や担い手を、わかりやすい
活動集としてとりまとめました。

「全国の地域地球温暖化防止活動
推進センター活動集」（平成29年度）

前年度版の好評を受け、全59か所の地域センターの活動をより
多角的に評価し、内容の充実を図りました。また、全国の地域
センターが実施している特徴的な活動事例も写真とともに紹介し
ています。

■全国センター（JCCCA）が作成しているパンフレット（冊子）

③全国地球温暖化防止活動推進センター（全国センター：JCCCA）との連携

■JCCCAオリジナルツール貸出

全国センター（JCCCA）では、地球温暖化の情報をイベントや講座等で伝えるだけではなく、参加者が自ら温暖
化問題を考え、防止活動のきっかけとなるように工夫されたJCCCAオリジナルツールを開発しています。これらの
ツールの貸出を行っていますので、ぜひご利用下さい。

４．付録 ： 推進員に役立つ情報
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■Web素材

地球温暖化問題を知る上で重要なデータや広報・啓発で利用していただくための素材を無料でダウンロード
することができます。

「すぐ使える図表集」（一例） 「温暖化写真館」（一例）
地球温暖化に関する原因や影響等のデータを図表にして
あります。

市民/市民団体、自治体などから多く寄せられる声に応える
ため、地球温暖化に関する写真を集めたページです。

• 貸出ツールの中には、参加型学習プログラムや進め方のポイント
動画がついているものもあります。

• 貸出ツールの中で使用されているデータや画像は、地域センターや
推進員へ特別に提供しています。地域で複製し、活動できるほか、
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地球温暖化防止コミュニケーターとは、地球温暖化に関する情報を
人から人に直接伝える「伝え手」です。IPCC第5次評価報告書（AR5）、
パリ協定、国民運動「COOL CHOICE」、そして地球温暖化の最新情

報等を一般市民に広く、そして危機意識の醸成を図ることを目的に伝
える活動をします。教員、自治体職員、気象予報士、CSR担当者、推
進員等が登録しています。

養成セミナーを受講して地球温暖化防止コミュニケーターに登録す
ると、セミナー・イベント・出前授業等にて、本事業で作成したオリジナ
ルプログラムや各種映像コンテンツ等を使用することができます。
詳しくは、「地球温暖化防止コミュニケータ―」公式ウェブサイトをご

覧下さい。

④地球温暖化防止コミュニケーター

４．付録 ： 推進員に役立つ情報
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⑥地域センターが作成または紹介している推進員活動ガイドライン

地域センターが作成または紹介している推進員向けのガイドラインや活動事例集の一部をご紹介します。

京都府センター

川口市センター

神奈川県センター

４．付録 ： 推進員に役立つ情報

センター名 提供媒体 内容

北海道 ウェブサイト
「北海道地球温暖化防止活動推進員 紹介ホームページ」にて
推進員制度、活動、推進員の紹介、活動事例を掲載

茨城県 ウェブサイト
「茨城県地球温暖化防止活動推進員専用ページ」にて活動に
関するガイドラインを掲載

群馬県 ウェブサイト
「地球温暖化防止活動推進員のページ」にて推進員向けの
お知らせ、掲示板、情報紙等を掲載

神奈川県 冊子 「神奈川県地球温暖化防止活動推進員ハンドブック」を作成

川口市 書籍
「ノウハウ集 環境出前授業」（2008年作成） センターの母体組織
であるNPO法人川口市民環境会議が作成（送料のみ購入者が
負担） NPOのウェブサイトより入手可能

京都府
冊子

ウェブサイト
推進員の活動をニュースレターで紹介した記事をまとめた
「京都の温暖化防止活動推進員」を掲載 ダウンロード可能

兵庫県 ウェブサイト
「兵庫県地球温暖化防止活動推進員」にて推進員活動に
関するガイドラインを掲載

和歌山県 ウェブサイト 「わかやま推進員サイト」にて推進員活動に必要な情報を掲載

福岡県 冊子
「福岡県地球温暖化防止活動推進員の活動手引書」を作成
（＊本ハンドブックにて参考に引用）
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和歌山県センター

北海道センター

茨城県センター

群馬県センター

兵庫県センター

福岡県センター

全国センター（JCCCA）ウェブサイトより全地域センターのウェブサイトへアクセスすることができます。
http://www.jccca.org/trend_region/center/



⑦「地球温暖化防止活動大臣表彰」を受賞した推進員活動

都道府県 受賞者（五十音順） 活動の名称

神奈川県 大塚 英夫 家庭に「伝わる」省CO2の草の根活動

神奈川県 岡本 正義 環境学習・環境教育を通じた環境保全活動

千葉県 染井 正徳
地球温暖化を解決し緑の地球を復活する、具体的かつ実行可能な
新技術の世界展開

群馬県 富岡 賢洋
推進員･学校･生徒が協働 学校と地域をつなぐ環境学習･環境活動
（次文章改行）－コミュニケーション力と発信力を高める取り組み－

静岡県 山脇 一 HAMA零の山脇一休の「CO2ゼロエミッションへの夢チャレンジ」

都道府県 受賞者（五十音順） 活動の名称

千葉県 アースドクターふなばし 「めざすはストップ地球温暖化」

大分県 葛西 満里子 ひとづくり、仲間づくりの地球温暖化防止活動

山口県
地球温暖化防止を
考える会

地球温暖化防止の推進、普及活動

兵庫県 眞田 由美子 うちエコ診断事業の普及拡大等による地球温暖化防止活動

平成10年より、毎年、地球温暖化防止に顕著な功績のあった個人または
団体に対し、その功績をたたえるための地球温暖化防止活動環境大臣表
彰が行われています。地域の担い手となって活動している推進員も多数受
賞しています。ここでは、平成28年度と29年度に受賞された推進員と活動名
称をご紹介します。

平成29年度

平成28年度

４．付録 ： 推進員に役立つ情報
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「平成29年度地球温暖化防止活動環境大臣表彰」受賞者

「平成29年度地球温暖化防止活動環境大臣表彰」に関する情報は、
http://www.env.go.jp/press/104783.html
からご覧いただけます。




